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誓約書

　ネーミングライツ事業への申し込みに当たり、以下のいずれにも該当していないことを誓約します。併せて、提出書類の内容について事実に相違ありません。
　この誓約が事実と相違することが判明した場合は、鹿屋市が行う一切の措置について異議の申立ては行いません。

	　（応募資格の制限）
第４条　次の各号に掲げる業種又は法人等は、ネーミングライツ事業に応募することはできない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）で、風俗営業と規定されている業種及びこれに類する業種
　(2) 消費者金融業及び事業者金融業
　(3) ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）に規定する宝くじに係るものは除く。
　(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
　(5) 占い、運勢判断等に関するもの
　(6) 興信所、探偵事務所等
　(7) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
　(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
　(9) 民事再生法（平成11年法律第225号）及び会社更生法（平成14年法律第154号）による再生・更生手続中のもの
　(10) 各種法令に違反しているもの
　(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
　(12) 暴力団（鹿屋市暴力団排除条例（平成24年条例第19号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者
(13) 本市から指名停止を受けているもの
(14) 国税、地方税等に未納があるもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者



